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参
照
条
文

建
築
物
の
耐
震
改
修
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
案

建
築
物
の
耐
震
改
修
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
七
年
政
令
第
四
百
二
十
九
号
）
（
抄
）

○
（
通
行
障
害
建
築
物
の
要
件
）

第
四
条

法
第
五
条
第
三
項
第
二
号
の
政
令
で
定
め
る
建
築
物
は
、
そ
の
い
ず
れ
か
の
部
分
の
高
さ
が
、
当
該
部
分
か
ら
前
面
道
路
の
境
界
線
ま
で
の
水
平
距
離
に
、
次
の
各

号
に
掲
げ
る
当
該
前
面
道
路
の
幅
員
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
距
離
（
こ
れ
に
よ
る
こ
と
が
不
適
当
で
あ
る
場
合
と
し
て
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
場
合
に

お
い
て
は
、
当
該
幅
員
が
十
二
メ
ー
ト
ル
以
下
の
と
き
は
六
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
範
囲
に
お
い
て
、
当
該
幅
員
が
十
二
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
と
き
は
六
メ
ー
ト
ル
以
上
の
範

囲
に
お
い
て
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
距
離
）
を
加
え
た
も
の
を
超
え
る
建
築
物
と
す
る
。

一

十
二
メ
ー
ト
ル
以
下
の
場
合

六
メ
ー
ト
ル

二

十
二
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
場
合

前
面
道
路
の
幅
員
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
距
離
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○
建
築
物
の
耐
震
改
修
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
（
抄
）

（
都
道
府
県
耐
震
改
修
促
進
計
画
）

第
五
条

都
道
府
県
は
、
基
本
方
針
に
基
づ
き
、
当
該
都
道
府
県
の
区
域
内
の
建
築
物
の
耐
震
診
断
及
び
耐
震
改
修
の
促
進
を
図
る
た
め
の
計
画
（
以
下
「
都
道
府
県
耐
震
改

修
促
進
計
画
」
と
い
う
。
）
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

２

都
道
府
県
耐
震
改
修
促
進
計
画
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一

当
該
都
道
府
県
の
区
域
内
の
建
築
物
の
耐
震
診
断
及
び
耐
震
改
修
の
実
施
に
関
す
る
目
標

二

当
該
都
道
府
県
の
区
域
内
の
建
築
物
の
耐
震
診
断
及
び
耐
震
改
修
の
促
進
を
図
る
た
め
の
施
策
に
関
す
る
事
項

三

建
築
物
の
地
震
に
対
す
る
安
全
性
の
向
上
に
関
す
る
啓
発
及
び
知
識
の
普
及
に
関
す
る
事
項

四

建
築
基
準
法
第
十
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
勧
告
又
は
命
令
そ
の
他
建
築
物
の
地
震
に
対
す
る
安
全
性
を
確
保
し
、
又
は
そ
の
向
上
を
図
る
た
め
の

措
置
の
実
施
に
つ
い
て
の
所
管
行
政
庁
と
の
連
携
に
関
す
る
事
項

五

そ
の
他
当
該
都
道
府
県
の
区
域
内
の
建
築
物
の
耐
震
診
断
及
び
耐
震
改
修
の
促
進
に
関
し
必
要
な
事
項

３

都
道
府
県
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
に
、
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
を
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

病
院
、
官
公
署
そ
の
他
大
規
模
な
地
震
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
そ
の
利
用
を
確
保
す
る
こ
と
が
公
益
上
必
要
な
建
築
物
で
政
令
で
定
め
る
も
の
で
あ
っ
て
、
既
存

耐
震
不
適
格
建
築
物
（
地
震
に
対
す
る
安
全
性
に
係
る
建
築
基
準
法
又
は
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
若
し
く
は
条
例
の
規
定
（
以
下
「
耐
震
関
係
規
定
」
と
い
う
。
）
に
適
合

し
な
い
建
築
物
で
同
法
第
三
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
て
い
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
る
も
の
（
そ
の
地
震
に
対
す
る
安
全
性
が
明
ら
か
で
な
い
も

の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
建
築
物
（
以
下
「
耐
震
不
明
建
築
物
」
と
い
う
。
）
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
、
耐
震
診
断
を
行
わ
せ
、
及
び
耐
震
改
修
の
促
進
を
図
る
こ
と
が

必
要
と
認
め
ら
れ
る
場
合

当
該
建
築
物
に
関
す
る
事
項
及
び
当
該
建
築
物
に
係
る
耐
震
診
断
の
結
果
の
報
告
の
期
限
に
関
す
る
事
項

二

建
築
物
が
地
震
に
よ
っ
て
倒
壊
し
た
場
合
に
お
い
て
そ
の
敷
地
に
接
す
る
道
路
（
相
当
数
の
建
築
物
が
集
合
し
、
又
は
集
合
す
る
こ
と
が
確
実
と
見
込
ま
れ
る
地
域
を

通
過
す
る
道
路
そ
の
他
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
道
路
（
以
下
「
建
築
物
集
合
地
域
通
過
道
路
等
」
と
い
う
。
）
に
限
る
。
）
の
通
行
を
妨
げ
、
市
町
村
の
区
域
を
越
え

る
相
当
多
数
の
者
の
円
滑
な
避
難
を
困
難
と
す
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
、
当
該
道
路
に
そ
の
敷
地
が
接
す
る
通
行
障
害
既
存
耐
震
不
適
格
建
築
物
（
地
震
に
よ
っ
て
倒

壊
し
た
場
合
に
お
い
て
そ
の
敷
地
に
接
す
る
道
路
の
通
行
を
妨
げ
、
多
数
の
者
の
円
滑
な
避
難
を
困
難
と
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
建
築
物
（
第

十
四
条
第
三
号
に
お
い
て
「
通
行
障
害
建
築
物
」
と
い
う
。
）
で
あ
っ
て
既
存
耐
震
不
適
格
建
築
物
で
あ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
つ
い
て
、
耐
震
診
断
を
行

わ
せ
、
又
は
そ
の
促
進
を
図
り
、
及
び
耐
震
改
修
の
促
進
を
図
る
こ
と
が
必
要
と
認
め
ら
れ
る
場
合

当
該
通
行
障
害
既
存
耐
震
不
適
格
建
築
物
の
敷
地
に
接
す
る
道
路

に
関
す
る
事
項
及
び
当
該
通
行
障
害
既
存
耐
震
不
適
格
建
築
物
（
耐
震
不
明
建
築
物
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
耐
震
診
断
の
結
果
の
報
告
の
期
限
に
関
す
る
事
項

三

建
築
物
が
地
震
に
よ
っ
て
倒
壊
し
た
場
合
に
お
い
て
そ
の
敷
地
に
接
す
る
道
路
（
建
築
物
集
合
地
域
通
過
道
路
等
を
除
く
。
）
の
通
行
を
妨
げ
、
市
町
村
の
区
域
を
越

え
る
相
当
多
数
の
者
の
円
滑
な
避
難
を
困
難
と
す
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
、
当
該
道
路
に
そ
の
敷
地
が
接
す
る
通
行
障
害
既
存
耐
震
不
適
格
建
築
物
の
耐
震
診
断
及
び

耐
震
改
修
の
促
進
を
図
る
こ
と
が
必
要
と
認
め
ら
れ
る
場
合

当
該
通
行
障
害
既
存
耐
震
不
適
格
建
築
物
の
敷
地
に
接
す
る
道
路
に
関
す
る
事
項

四

特
定
優
良
賃
貸
住
宅
の
供
給
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
五
年
法
律
第
五
十
二
号
。
以
下
「
特
定
優
良
賃
貸
住
宅
法
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
四
号
に
規
定
す
る
資

格
を
有
す
る
入
居
者
を
そ
の
全
部
又
は
一
部
に
つ
い
て
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
特
定
優
良
賃
貸
住
宅
（
特
定
優
良
賃
貸
住
宅
法
第
六
条
に
規
定
す
る
特
定
優
良
賃
貸
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住
宅
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
活
用
し
、
第
十
九
条
に
規
定
す
る
計
画
認
定
建
築
物
で
あ
る
住
宅
の
耐
震
改
修
の
実
施
に
伴
い
仮
住
居
を
必
要
と
す
る
者
（
特
定
優
良

賃
貸
住
宅
法
第
三
条
第
四
号
に
規
定
す
る
資
格
を
有
す
る
者
を
除
く
。
以
下
「
特
定
入
居
者
」
と
い
う
。
）
に
対
す
る
仮
住
居
を
提
供
す
る
こ
と
が
必
要
と
認
め
ら
れ
る

場
合

特
定
優
良
賃
貸
住
宅
の
特
定
入
居
者
に
対
す
る
賃
貸
に
関
す
る
事
項

五

前
項
第
一
号
の
目
標
を
達
成
す
る
た
め
、
当
該
都
道
府
県
の
区
域
内
に
お
い
て
独
立
行
政
法
人
都
市
再
生
機
構
（
以
下
「
機
構
」
と
い
う
。
）
又
は
地
方
住
宅
供
給
公

社
（
以
下
「
公
社
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
建
築
物
の
耐
震
診
断
及
び
耐
震
改
修
の
実
施
が
必
要
と
認
め
ら
れ
る
場
合

機
構
又
は
公
社
に
よ
る
建
築
物
の
耐
震
診
断
及
び

耐
震
改
修
の
実
施
に
関
す
る
事
項

４

都
道
府
県
は
、
都
道
府
県
耐
震
改
修
促
進
計
画
に
前
項
第
一
号
に
定
め
る
事
項
を
記
載
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
事
項
に
つ
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
建
築
物
の

所
有
者
（
所
有
者
以
外
に
権
原
に
基
づ
き
そ
の
建
築
物
を
使
用
す
る
者
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者
及
び
所
有
者
）
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

都
道
府
県
は
、
都
道
府
県
耐
震
改
修
促
進
計
画
に
第
三
項
第
五
号
に
定
め
る
事
項
を
記
載
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
事
項
に
つ
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
、
機
構
又
は
当

該
公
社
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

都
道
府
県
は
、
都
道
府
県
耐
震
改
修
促
進
計
画
を
定
め
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
こ
れ
を
公
表
す
る
と
と
も
に
、
当
該
都
道
府
県
の
区
域
内
の
市
町
村
に
そ
の
写
し
を
送

付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７

第
三
項
か
ら
前
項
ま
で
の
規
定
は
、
都
道
府
県
耐
震
改
修
促
進
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
市
町
村
耐
震
改
修
促
進
計
画
）

第
六
条

市
町
村
は
、
都
道
府
県
耐
震
改
修
促
進
計
画
に
基
づ
き
、
当
該
市
町
村
の
区
域
内
の
建
築
物
の
耐
震
診
断
及
び
耐
震
改
修
の
促
進
を
図
る
た
め
の
計
画
（
以
下
「
市

町
村
耐
震
改
修
促
進
計
画
」
と
い
う
。
）
を
定
め
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

２

市
町
村
耐
震
改
修
促
進
計
画
に
お
い
て
は
、
お
お
む
ね
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一

当
該
市
町
村
の
区
域
内
の
建
築
物
の
耐
震
診
断
及
び
耐
震
改
修
の
実
施
に
関
す
る
目
標

二

当
該
市
町
村
の
区
域
内
の
建
築
物
の
耐
震
診
断
及
び
耐
震
改
修
の
促
進
を
図
る
た
め
の
施
策
に
関
す
る
事
項

三

建
築
物
の
地
震
に
対
す
る
安
全
性
の
向
上
に
関
す
る
啓
発
及
び
知
識
の
普
及
に
関
す
る
事
項

四

建
築
基
準
法
第
十
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
勧
告
又
は
命
令
そ
の
他
建
築
物
の
地
震
に
対
す
る
安
全
性
を
確
保
し
、
又
は
そ
の
向
上
を
図
る
た
め
の

措
置
の
実
施
に
つ
い
て
の
所
管
行
政
庁
と
の
連
携
に
関
す
る
事
項

五

そ
の
他
当
該
市
町
村
の
区
域
内
の
建
築
物
の
耐
震
診
断
及
び
耐
震
改
修
の
促
進
に
関
し
必
要
な
事
項

３

市
町
村
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
に
、
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
を
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

建
築
物
が
地
震
に
よ
っ
て
倒
壊
し
た
場
合
に
お
い
て
そ
の
敷
地
に
接
す
る
道
路
（
建
築
物
集
合
地
域
通
過
道
路
等
に
限
る
。
）
の
通
行
を
妨
げ
、
当
該
市
町
村
の
区
域

に
お
け
る
多
数
の
者
の
円
滑
な
避
難
を
困
難
と
す
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
、
当
該
道
路
に
そ
の
敷
地
が
接
す
る
通
行
障
害
既
存
耐
震
不
適
格
建
築
物
に
つ
い
て
、
耐
震

診
断
を
行
わ
せ
、
又
は
そ
の
促
進
を
図
り
、
及
び
耐
震
改
修
の
促
進
を
図
る
こ
と
が
必
要
と
認
め
ら
れ
る
場
合

当
該
通
行
障
害
既
存
耐
震
不
適
格
建
築
物
の
敷
地
に
接

す
る
道
路
に
関
す
る
事
項
及
び
当
該
通
行
障
害
既
存
耐
震
不
適
格
建
築
物
（
耐
震
不
明
建
築
物
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
耐
震
診
断
の
結
果
の
報
告
の
期
限
に
関

す
る
事
項
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二

建
築
物
が
地
震
に
よ
っ
て
倒
壊
し
た
場
合
に
お
い
て
そ
の
敷
地
に
接
す
る
道
路
（
建
築
物
集
合
地
域
通
過
道
路
等
を
除
く
。
）
の
通
行
を
妨
げ
、
当
該
市
町
村
の
区
域

に
お
け
る
多
数
の
者
の
円
滑
な
避
難
を
困
難
と
す
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
、
当
該
道
路
に
そ
の
敷
地
が
接
す
る
通
行
障
害
既
存
耐
震
不
適
格
建
築
物
の
耐
震
診
断
及
び

耐
震
改
修
の
促
進
を
図
る
こ
と
が
必
要
と
認
め
ら
れ
る
場
合

当
該
通
行
障
害
既
存
耐
震
不
適
格
建
築
物
の
敷
地
に
接
す
る
道
路
に
関
す
る
事
項

４

市
町
村
は
、
市
町
村
耐
震
改
修
促
進
計
画
を
定
め
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
こ
れ
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

前
二
項
の
規
定
は
、
市
町
村
耐
震
改
修
促
進
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
要
安
全
確
認
計
画
記
載
建
築
物
の
所
有
者
の
耐
震
診
断
の
義
務
）

第
七
条

次
に
掲
げ
る
建
築
物
（
以
下
「
要
安
全
確
認
計
画
記
載
建
築
物
」
と
い
う
。
）
の
所
有
者
は
、
当
該
要
安
全
確
認
計
画
記
載
建
築
物
に
つ
い
て
、
国
土
交
通
省
令
で

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
耐
震
診
断
を
行
い
、
そ
の
結
果
を
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
建
築
物
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
期
限
ま
で
に
所
管
行
政
庁
に

報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

第
五
条
第
三
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
耐
震
改
修
促
進
計
画
に
記
載
さ
れ
た
建
築
物

同
号
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
耐
震
改
修
促
進
計
画
に
記
載
さ
れ
た

期
限

二

そ
の
敷
地
が
第
五
条
第
三
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
耐
震
改
修
促
進
計
画
に
記
載
さ
れ
た
道
路
に
接
す
る
通
行
障
害
既
存
耐
震
不
適
格
建
築
物
（
耐
震
不
明

建
築
物
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）

同
号
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
耐
震
改
修
促
進
計
画
に
記
載
さ
れ
た
期
限

三

そ
の
敷
地
が
前
条
第
三
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
耐
震
改
修
促
進
計
画
に
記
載
さ
れ
た
道
路
に
接
す
る
通
行
障
害
既
存
耐
震
不
適
格
建
築
物
（
耐
震
不
明
建
築

物
で
あ
る
も
の
に
限
り
、
前
号
に
掲
げ
る
建
築
物
で
あ
る
も
の
を
除
く
。
）

同
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
耐
震
改
修
促
進
計
画
に
記
載
さ
れ
た
期
限


